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ストック重視の住宅政策への転換 [＝住生活基本法の制定(H18.6）]
背景

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律（H21.6施行） 」に基づく長期優良住宅に係る認定制度

認定基準

① 劣化対策

② 耐震性

③ 維持管理・更新の容易性

<1>住宅の長寿命化の
ために必要な条件

<2>社会的資産として
求められる要件

④ 可変性（共同住宅のみ）

⑥ 基礎的な
バリアフリー性能
（共同住宅のみ）

⑤ 高水準の
省エネルギー性能 <4>その他

必要とされる要件

⑧ 住環境への配慮

⑨ 住戸面積

⑦ 維持保全計画の提出

特例措置

認定実績

<3>長く使っていく
ために必要な要件

長期優良住宅に係る認定制度の概要

＜１．税制＞
【新 築】所得税／固定資産税／不動産取得税／登録免許税の特例措置
【増改築】所得税／固定資産税の特例措置（平成29年度税制改正による）

＜２．融資＞
住宅金融支援機構の支援制度による金利の優遇措置

＜３．補助制度＞
【新 築】中小工務店等に対する補助
【増改築】既存住宅の長寿命化に資する取組に対する補助

○ 長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管行政庁が認定
○ 認定を受けた住宅の建築にあたり、税制・融資の優遇措置や補助制度の適用が可能
○ 新築に係る認定制度は平成21年6月より、増改築に係る認定制度は平成28年4月より開始

【新築】累計実績（H21.6～H30.3）
915,194戸（一戸建て：894,943戸、共同住宅等：20,251戸）
※H29年度 …106,611戸（住宅着工全体の11.3％）

一戸建て：105,080戸（住宅着工全体の24.6％）
共同住宅等：1,531戸（住宅着工全体の 0.3％）

【増改築】累計実績（H28.4～H30.3）
423戸（一戸建て：395戸、共同住宅等：28戸）

※割合は新設住宅着工数に対する長期優良住宅の認定戸数の比率
※成果指標：新築住宅における認定長期優良住宅の割合を平成37年度に20%

（住生活基本計画（全国計画）（平成28年））
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長期優良住宅の認定基準（新築）の概要

性能項目等 新築基準の考え方 一戸建ての住宅 共同住宅等

劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使
用できること

劣化対策等級（構造躯体等）等級3
かつ構造の種類に応じた基準

耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継
続利用のための改修の容易化をはか
るため、損傷のレベルの低減を図ること

耐震等級（倒壊等防止）等級2 等

維持管理・
更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い
内装・設備について、維持管理（清
掃・点検・補修・更新）を容易に行う
ために必要な措置が講じられているこ
と。

維持管理対策等級(専用配管）等級３

-
維持管理対策等級（共用配管）等級３
更新対策（共用排水管）等級３
※一部の基準を除く

可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応
じて間取りの変更が可能な措置が講
じられていること。

- 躯体天井高さ2,650mm以上

バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよ
う共用廊下等に必要なスペースが確
保されていること

-
高齢者等配慮対策等級（共用部分）等
級３ ※一部の基準を除く

省エネルギー
性

必要な断熱性能等の省エネルギー性
能が確保されていること。

断熱等性能等級 等級４

居住環境
良好な景観の形成その他の地域にお
ける居住環境の維持及び向上に配
慮されたものであること。

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の
区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。

住戸面積
良好な居住水準を確保するために必
要な規模を有すること。

75㎡以上 55㎡以上

かつ少なくとも1の階の床面積が40㎡以上

維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的
な点検・補修等に関する計画が策定
されていること

定期的な点検・補修等に関する計画を策定
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長期優良住宅の認定基準（増改築）の概要①

性能項目等 新築基準の概要 増改築基準の概要

劣化対策 劣化対策等級（構造躯体等）の等級３の基準（新築住
宅）に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合

〔木造・鉄骨造〕

・床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設
置など

〔鉄筋コンクリート造〕

・水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増すこと

劣化対策等級（構造躯体等）の等級３の基準（既存住宅）
に適合し、かつ構造の種類に応じた基準に適合

〔木造・鉄骨造〕

同左（一定の条件を満たす場合は床下空間の有効高さ確保を
要しない）

〔鉄筋コンクリート造〕

同左（中性化深さの測定によることも可能）

耐震性 以下のいずれか

・耐震等級（倒壊等防止）等級２の基準（新築住宅）
に適合すること。

・耐震等級（倒壊等防止）等級１の基準（新築住宅）
に適合し、かつ安全限界時の層間変形を1/100（木造の
場合1/40）以下とすること。

・住宅品確法に定める免震建築物であること。

以下のいずれか

・耐震等級（倒壊等防止）等級１の基準（既存住宅）に適
合すること。

・住宅品確法に定める免震建築物であること。

長期優良住宅（増改築）の認定基準の考え方

性能項目 新築基準 増改築基準（以下の水準でも可）

劣化対策 基礎高400mm 基礎高300mm＋雨はね防止措置

耐震性 耐震等級２ 耐震等級１

断熱性 断熱等級４ 断熱等級３＋一次エネ等級４

可変性
躯体天井高
2,650mm

居室天井高2,400mm

バリアフリー性（共同のみ） エレベーター設置 共用階段の両側に手すり設置

表 新築住宅と増改築基準の相違点（例）〇 既存住宅の特性や現実的なリフォームの

可否を踏まえ、その水準を設定。

• 既存住宅としての優良性を評価する。

• 既存住宅の特性やリフォーム実施の難

易度等を踏まえ、その水準を定める。

• リフォームでの対応が困難又は合理的

でない場合については、代替措置を設

定する。
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性能

項目等
新築基準の概要 増改築基準の概要

維持管理・

更新の

容易性

原則として、以下の基準（新築住宅）に適合すること。

・維持管理対策等級（専用配管）の等級３

・維持管理対策等級（共用配管）の等級３

・更新対策（共用排水管）の等級３

原則として、以下の基準（既存住宅）に適合すること。

・維持管理対策等級（専用配管）の等級３

・維持管理対策等級（共用配管）の等級３

・更新対策（共用排水管）の等級３

ただし一部の基準において将来的な更新を計画に位置付ける場合、
当該基準を適用しない。

可変性

〔共同住宅
及び長屋〕

・躯体天井高さ2,650mm以上 ・躯体天井高さ2,650mm以上

又は

・居室天井高さ2,400mm以上

バリアフリー
性
〔共同住宅
等〕

原則として、高齢者等配慮対策等級（共用部分）の
等級３の基準（新築住宅）に適合すること。

※一部の基準を除く

原則として、高齢者等配慮対策等級（共用部分）の等級３の基
準（既存住宅）に適合すること。

※一部の基準を除く

ただし各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、両側に手す
りを設置した場合、エレベータに関する基準を適用しない。

省エネル
ギー性

断熱等性能等級の等級４の基準（新築住宅）に適
合すること。

断熱等性能等級の等級４の基準（既存住宅）に適合すること。

又は

断熱等性能等級の等級３の基準（既存住宅）、一次エネルギー
消費量等級の等級４の基準（既存住宅）に適合すること。

居住環境 ・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和
が図られること。

住戸面積 少なくとも１の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)かつ、以下に適合すること。

〔一戸建ての住宅〕 75㎡以上（２人世帯の一般型誘導居住面積水準） ※地域の実情に応じ、変更可。

〔共同住宅等〕 55㎡以上（２人世帯の都市居住型誘導居住面積水準） ※地域の実情に応じ、変更可。

※既存住宅の場合、「長期使用構造等とするための増築または改築」を伴うことが要件。

（長期仕様構造等に関連のない増改築のみを行う場合は認定申請ができない）

長期優良住宅の認定基準（増改築）の概要②
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住宅性能表示制度の概要

新築住宅の住宅性能表示制度とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の規定により、住宅の基本的な性能について、

 共通のルール（国が定める日本住宅性能表示基準・評価方法基準）に基づき、

 公正中立な第三者機関（登録住宅性能評価機関）が

 設計図書の審査や施工現場の検査を経て等級などで評価し、

 建設住宅性能評価書が交付された住宅については、迅速に専門的な紛争処理が受けられる

平成12年度から運用が実施された任意の制度である。

●性能評価項目のイメージ 10分野33項目について
等級等による評価等を行う。

③

⑥

⑨

⑦ ②火災時の安全

①構造の安定

⑩防犯

⑤

⑧

維持管理・更新への配慮④例「構造の安定」の場合

項目 等級 具体的な性能

1-1耐震等級
（構造躯体の
倒壊等防止）
【地震等に対
する倒壊のし
にくさ】

等級３
極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力の1.5倍の力に対
して建物が倒壊、崩壊等しない程度

等級２
極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力の1.25倍の力に対
して建物が倒壊、崩壊等しない程度

等級１

極めて稀に（数百年に一回）発生する地震による力に対して建物が倒
壊、崩壊等しない程度

＝建築基準法がすべての建物に求めている最低基準

温熱環境・エネルギー消費量

●住宅性能表示制度の実績（H12年度～H29年度）

・平成29年度の実績は約400戸、制度開始からの累計実績は約5,500戸※

※新築住宅は設計住宅性能評価書、既存住宅は建設住宅性能評価書の交付ベースで集計

・平成29年度の実績は約23万戸、新設住宅の約24％が住宅性能表示制度を利用※

■ 既存住宅

■ 新築住宅
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H27. 4. 1より、住宅性能評価において評価を受けなければならない性能表示事項（必須項目）の範囲が、
9分野27項目から4分野9項目に変更。長期使用構造等とするための措置の基準の項目と概ね一致

長期優良住宅の認定基準と住宅性能表示制度の基準の関係(新築の場合)①

●：必須評価項目 ○：選択評価項目

表示すべき事項 H27. 3. 31まで H27. 4. 1以降 等級の最大値
長期優良住宅の

認定基準

１ 構造の安定に関すること

１－１ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） ● ● 3 2相当※1

１－２ 耐震等級（構造躯体の損傷防止） ● ○ 3 -

１－３ その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） ● ● 免震※1

１－４ 耐風等級 ● ○ 2 -

１－５ 耐積雪等級 ● ○ 2 -

１－６ 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 ● ● -

１－７ 基礎の構造方法及び形式等 ● ● -

２ 火災時の安全に関すること

２－１ 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） ● ○ 4 -

２－２ 感知警報装置設置等級（他住戸火災時） ● ○ 4 -

２－３ 避難安全対策 ● ○ 3 -

２－４ 脱出対策 ● ○ -

２－５ 耐火等級（開口部） ● ○ 3 -

２－６ 耐火等級（開口部以外） ● ○ 4 -

２－７ 耐火等級（界壁及び界床） ● ○ 4 -

３ 劣化の軽減に関すること ３－１ 劣化対策等級（構造躯体等） ● ● 3 3+α

４ 維持管理・更新への
配慮に関すること

４－１ 維持管理対策等級（専用配管） ● ● 3 3     ※2

４－２ 維持管理対策等級（共用配管） ● ● 3 3-α ※2

４－３ 更新対策（共用排水管） ● ● 3 3-α

４－４ 更新対策（住戸専用部） ● ○

５ 温熱環境・エネルギー消費量に
関すること

５－１ 断熱等性能等級 ● ● ※3 4 4

５－２ 一次エネルギー消費量等級 ● ※3 5 -

６ 空気環境に関すること

６－１ ホルムアルデヒド対策 ● ○ 3 -

６－２ 換気対策 ● ○ -

６－３ 室内空気中の化学物質の濃度等 ○ ○ -

７ 光・視環境に関すること
７－１ 単純開口率 ● ○ -

７－２ 方位別開口比 ● ○ -

８ 音環境に関すること

８－１ 重量床衝撃音対策 ○ ○ 5 -

８－２ 軽量床衝撃音対策 ○ ○ 5 -

８－３ 透過損失等級（界壁） ○ ○ 4 -

８－４ 透過損失等級（外壁開口部） ○ ○ 3 -

９ 高齢者等への配慮
に関すること

９－１ 高齢者等配慮対策等級（専用部分） ● ○ 5 -

９－２ 高齢者等配慮対策等級（共用部分） ● ○ 5 3－α

１０ 防犯に関すること 10－１ 開口部の侵入防止対策 ● ○ -

※1 いずれかを満たせばよい ※２：長期優良住宅の認定基準ではガス管に係るものを除く ※３：5-1又は5-2のいずれかが必須評価目
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長期優良住宅の
認定基準項目

長期優良住宅で引用している
住宅性能表示制度の基準

長期優良住宅独自の基準
（赤字：追加措置、青字：緩和措置）

劣化対策 劣化対策等級３

構造の種類に応じた措置
木造：点検を行いやすくするための措置（床下空間、床下・小屋
裏の点検口設置）
鉄骨造：さらなる防錆措置又は木造と同様の措置
RC造：水セメント比をさらに5%低減する措置又はかぶり厚さを増
す措置

耐震性
（①～③のいずれか）

①耐震等級（倒壊防止）１
限界耐力計算を行い、かつ安全限界変形1/100（木造1/40）以
下

②耐震等級（倒壊防止）２以上

③免震建築物

可変性（共同住宅・長屋） 更新対策（住戸専用部） 躯体天井高2,650mm以上

維持管理・更新の容易性
（一戸建ての住宅は①のみ
共同住宅等は①～③）

①維持管理対策等級（専用配管）３ ガス管に係るものを除く

②維持管理対策等級（共用配管）３
維持管理の円滑な実施のための必要な措置が講じられている場合は
以下の基準を適用除外
専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出し
ているか、開口をもつパイプスペース内に設けられて
いること

②について、ガス管に係るものを除く
③更新対策等級（共用排水管）３

高齢者等対策
（共同住宅等）

高齢者等配慮対策等級（共用部分）３以
上

手すり、段差のない構造、共用廊下の高低差に関する基準を除外。
（ＥＶホールの寸法、共用階段の蹴上げ寸法等、共用階段の幅員
は適用）

省エネルギー対策 断熱等性能等級４

（その他の基準）
・住戸面積 ： 一戸建て：75㎡以上、共同住宅等：55㎡以上、一戸建て及び共同住宅等ともに少なくとも１の階の床面積が40㎡以上
・居住環境への配慮 ： 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容に適合すること。
・維持保全計画 ： ①構造耐力上主要な部分、②雨水の浸入を防止する部分及び③給排水設備の点検時期（10年以内の間隔）・内容を定めること

点検の結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行うこと 等

長期優良住宅の認定基準と住宅性能表示制度の基準の関係(新築の場合)②
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認定基準項目 考え方 基準の内容

住戸面積
良好な居住水準を確保するために
必要な規模を有すること。

【一戸建ての住宅】
床面積の合計が 75 ㎡以上
【共同住宅等】
一戸の床面積の合計（共用部分を除く）が 55 ㎡以上
※いずれも、少なくとも一の階の床面積が 40 ㎡以上（階段部分を除く）
※いずれも、所管行政庁が地域の実情を勘案して別に基準を定めることが可能

居住環境への配慮
良好な景観の形成その他の地域に
おける居住環境の維持及び向上に
配慮されたものであること。

地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等
の区域内にある場合には、これらの内容に適合すること

維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期
的な点検・補修等に関する計画が
策定されていること。

維持保全計画に以下の事項を定めること。
・構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分、給水・排水の設備に
ついて、仕様に応じた点検の項目
・時期（点検の時期の間隔が 10 年以内であること）
・点検の結果、必要に応じて補修等を行うこと
・地震・台風時に臨時点検を行うこと
・維持保全の実施期間が 30 年以上であること
等

長期優良住宅独自の基準

長期優良住宅の認定基準と住宅性能表示制度の基準の関係(新築の場合)③
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認定から維持保全にかけての一般的な手続きの流れ

所管行政庁への
認定申請
(法第5条)

認定／着工
(法第6条)適合証の交付

登録住宅性能評価機関への
技術的審査の依頼

工事
完了

維持保全 (法第11条)

地位の承継(法第10条)

設計住宅性能
評価書の交付

登録住宅性能評価機関への
設計住宅性能評価の依頼

認
定
申
請
書
、

添
付
図
書
の
作
成

計画変更(法第8条)

リフォーム時は計画変更の申請を
行い、所管行政庁の認定を受ける
（軽微な変更を除く）

一般承継や売買等により認定長期優良
住宅の所有権その他必要な権原を取得
した者は、当該計画の新たな実施者とし
て地位を承継できる。

• 維持保全計画に基づく点検を実施
• 維持保全記録の作成・保存
• 所管行政庁は認定計画実施者に対し、維持保全の状況について報告を求めることができる。

維持保全において生じる手続き例建築工事が完了した旨の報告
（告示208号三２）

認定計画実施者は、認定長期優良住
宅建築等計画に従って建築工事が行
われた旨を建築士等が確認した書類に
より報告を行う
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長期優良住宅に係る法令等の改廃履歴

H21.6.4 制度創設（「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」施行）

H22.6.1 申請書の様式自由化、着工時期の弾力化 等（省令 改正）
① 申請書の記載内容について法令で定める必要事項の全てが記載されている場合、別の書面

を使用可能に
② 申請を着工前にしている場合、認定前に着工可能に（従前は認定後着工のみ可能）
③ 申請時の提出資料について審査の実情に応じて、書類省略可能に

H24.4.1 共用配管に関する基準の緩和（告示 改正）
共同住宅の共用配管について、パイプスペースが「区画された竪穴」である必要がなくなる

H27.4.1 省エネルギー性の基準改正（品確法の省令、告示 改正）
住宅性能表示制度の「省エネルギー対策等級」に代わり、「断熱等性能等級」「一次エネルギー消
費量等級」が設定されたことを受け、長期優良住宅の基準では「断熱等性能等級」を準用するこ
とに（※H11基準からH25基準に変更）

H28.4.1 増改築認定の創設（省令、告示 改正）
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○長期優良住宅に対する支援策
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新築 増改築

補
助

 地域型住宅グリーン化事業（長寿命型）
中小工務店等が整備する木造の長期優良住宅について支
援
【補助限度額】110万円／戸 等

 長期優良住宅化リフォーム推進事業
既存住宅の長寿命化に資するリフォーム等について支援
【補助率】補助対象経費の１／３
【補助限度額】200万円／戸 等

税

以下の税における特例措置
 所得税（住宅ローン減税、投資型減税）

 登録免許税

 不動産取得税

 固定資産税

以下の税における特例措置
 所得税（ローン型減税、投資型減税）

 固定資産税

融
資

 【フラット35】Ｓ （金利Ａプラン）
フラット35の借入金利を当初10年間、0.25%引き下げ

 【フラット35】（アシューマブル）
住宅売却の際に、購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可
能。

 【フラット50】
償還期間の上限が50年間。住宅売却の際に、購入者へ住
宅ローンを引き継ぐことが可能。

 【フラット35】Ｓ （金利Ａプラン）
フラット35の借入金利を当初10年間、0.25%引き下げ

 【フラット35】（アシューマブル）
住宅売却の際に、購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可
能。

 【フラット35】リノベ （金利Ａプラン）
フラット35の借入金利を当初10年間、0.5%引き下げ

 【フラット50】
償還期間の上限が50年間。住宅売却の際に、購入者へ住
宅ローンを引き継ぐことが可能。

※いずれも認定を受けた住宅を取得する場合又は認定を受けていない
住宅を取得し、リフォームを実施して認定を受ける場合に利用可能

長期優良住宅に係る支援制度
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地域型住宅グリーン化事業

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、省エネルギー性能や耐久性等
に優れた木造住宅・建築物の整備を図るとともに、これと併せて行う三世代同居への対応等に対して支援を
行う。

•地域型住宅の規格・仕様

•資材の供給・加工・利用

•積算、施工方法

•維持管理方法

•その他、グループの取組

共通ルールの設定

長寿命型

高度省エネ型

補助限度額

110万円/戸 ※１長期優良住宅

認定低炭素住宅
性能向上計画認定住宅
ゼロ・エネルギー住宅

110万円/戸 ※１

110万円/戸 ※１

140万円/戸 ※２

太陽熱温水器

高効率給湯機
劣化対策

耐震性

計画的な維持管理

グループの構築

地
域
型
住
宅
・建
築
物
の
整
備

優良建築物型

認定低炭素建築物など一定の良質な建築

物 補助限度額 ：１万円/平米（床面積）

外皮の
高断熱化

外皮の高断熱化

１次エネルギー消費量が
基準と比べ少ない

その他一定の措置（選択）
・ＢＥＭＳの導入
・節水対策

・ヒートアイランド対策 等

補助対象（住宅）のイメージ … 補助額：掛増し費用の1/2以内かつ対象事業費の1/10以内

補助対象（建築物）のイメージ … 補助額：掛増し費用の1/2以内

・地域材加算 ……… 主要構造材（柱・梁・桁・土台）の過半に地域
材を使用する場合、20万円/戸を限度に補助額を加算

・三世代同居加算 … 玄関・キッチン・浴室又はトイレのうちいずれか２つ
以上を複数箇所設置する場合、30万円/戸を限度に補助額
を加算

※１ ４戸以上の施工経験を有する事業者の場合、
補助限度額100万円/戸

※２ ４戸以上の施工経験を有する事業者の場合、
補助限度額125万円/戸

関連事業者の
連携体制の構築

建築士
事務所

建材流通
事業者

プレカット
事業者

中小
工務店

原木
供給者

製材
事業者
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長期優良住宅化リフォーム推進事業

良質な住宅ストックの形成や、若者による既存住宅の取得環境の改善、子育てをしやすい環境の整備等を図るため、既存住宅

の長寿命化や省エネ化、三世代同居など複数世帯の同居の実現等に資するリフォームに対する支援を行う。

効 果

【対象事業】

以下の①～③を満たすリフォーム工事

①インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること

②工事後に耐震性と劣化対策が確保されること

③日常的に使用する居室等の部分が、省エネルギー性、バリアフリ

ー性等のいずれかの基準を満たすもの

※若者が既存住宅取得時に行うリフォームは適用要件を緩和

（①、②のみ適用）

【補助率】 １／３

【限度額】 １００万円／戸

○ 長期優良住宅（増改築）認定を取得する場合 ２００万円／戸

さらに省エネ性能を向上させる場合 ２５０万円／戸

○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額のほか、

５０万円／戸を上限として補助

○ 三世代同居の推進○ 良質な既存住宅ストックの
形成

○ 既存住宅流通・
リフォーム市場の活性化

事 業 概 要

○インスペクションの実施

○性能向上等

・耐震性 ・劣化対策 ・省エネルギー性 ・維持管理・更新の容易性
・バリアフリー性 ・可変性

○維持保全計画・履歴の作成

※ 三世代同居改修工事については、工事完了後に、
キッチン・浴室・トイレ・玄関のうちいずれか２つ以上が複数か所あることが要件

○三世代同居改修

例）キッチンの増設

耐震性

例）軸組等の補強

劣化対策

例）床下防湿
・防蟻措置

省エネルギー性

例）外壁の断熱

三世代同居改修

○ 若者の住宅取得への
支援



18

一般住宅と認定長期優良住宅に係る税制措置

一般住宅 認定長期優良住宅

所得税 *１

(住宅ローン減税)

所得税 *２

(投資型減税)

標準的な性能強化費用相当額（H26.3までは上限500万円、

H26.4からは上限650万円）の10％相当額を、その年の所得税
額から控除 *３

登録免許税

税率の軽減
①保存登記 1.5/1000
②移転登記 3.0/1000

税率の軽減
①保存登記 1.0/1000
②移転登記 戸建て 2.0/1000

ﾏﾝｼｮﾝ 1.0/1000

不動産取得税 課税標準から1200万円控除 課税標準から1300万円控除

固定資産税

【一戸建て】
１～３年目 １/２軽減

【マンション】
１～５年目 １/２軽減

【一戸建て】
１～５年目 １/２軽減

【マンション】
１～７年目 １/２軽減

*１ 控除額が所得税額を上回る場合は翌年度の個人住民税額から控除（H26.3までは最高9.75万円、H26.4からは最高13.65万円）
*２ 控除額がその年の所得税額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除
*３ H26.4からは減税額の算定基礎となる㎡単価（かかり増し費用）を引上げ
(注) 認定長期優良住宅に係る所得税の特例は、*１と*２の選択制

住宅取得の契約を税率引き上げ時（H26.4.1）の6ヶ月前（H25.9.30)までに締結し、H26.4.1以降に引渡しを受ける場合、
H26.4.1以降の新税率及び税制特例が適用される。

居住
開始年

控除対象
限度額

控除率
控除
期間

最大
控除額

H25.1
～

H26.3
3000万円

1.0％
10

年間

300万円

H26.4
～

H33.12
5000万円 500万円

居住
開始年

控除対象
限度額

控除率
控除
期間

最大
控除額

H25.1
.～

H26.3
2000万円

1.0％
10

年間

200万円

H26.4
～

H33.12
4000万円 400万円
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既存住宅のリフォームに係る主な特例措置

⇒ 標準的な費用額の10％を所得税額から控除

※ カッコ内の金額は、太陽光発電を設置する場合

⇒ ローン残高の一定割合を所得税額から控除

対象工事
対象ローン

限度額
控除率

最大控除額
（5年間）

バリアフリー
省エネ

三世代同居
長期優良住宅化リフォーム

【省エネ＋耐久性】

250万円 2.0％ 62.5万円

250万円×2％×5年=25万円
750万円×1％×5年=37.5万円

その他工事
2.0%分と合計し
て1,000万円

1.0％

対象となる改修住宅 減額割合 減額期間

耐震 1/2 1年 (*)

バリアフリー 1/3 1年

省エネ 1/3 1年

長期優良住宅化リフォーム
（耐震・省エネのいずれかを行うことが必須）

2/3 １年(*)

⇒ 固定資産税の一定割合を減額

(*) 特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある住宅の耐震改修は2年間1/2減額
（長期優良住宅化リフォームの場合は１年目2/3減額、２年目1/2減額）

所得税（投資型・現金購入者向け） ～H33.12 所得税（ローン型・ローン利用者向け） ～H33.12

固定資産税 ～H32.3

対象工事 対象限度額 最大控除額

耐震 250万円 25万円

バリアフリー 200万円 20万円

省エネ
250万円

（350万円）
25万円

（35万円）

三世代同居 250万円 25万円

長期優良住宅化リフォーム

耐震＋省エネ＋耐久性
500万円

（600万円）
50万円

（60万円）

耐震・省エネのいずれか
＋耐久性

250万円
（350万円）

25万円
（35万円）

※長期優良住宅化リフォームにより特例を受ける場合は、増改築による長期優良住宅の認定の取得が必要。
※耐久性工事とは、劣化対策工事、維持管理・更新の容易性を確保する工事をいう。
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フラット35S

フラット３５Ｓの金利引下げ措置の対象となる住宅の基準の概要

耐震性や省エネルギー性等に優れた住宅の供給促進のため、証券化支援の枠組みの下で住宅ローンの金利引下げを行う制
度。
＜対象とする住宅＞省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性及び耐久性・可変性のうちいずれかの性能が優れた住宅

フラット３５Ｓの金利引下げ措置の内容

5年 10年

▲0.25％

5年

▲0.25％

○ 耐震性等の性能が優れた住宅を取得する場合は、
当初５年間の金利を０．２５％引き下げる。

○ 長期優良住宅等の特に優れた住宅を取得する場
合は、当初１０年間の金利を０．２５％引き下げる。

耐震性等の性能が優れた住宅

長期優良住宅等の
特に優れた住宅

金利引下げ期間 金利引下げ期間

金
利
引
下
げ
幅

金
利
引
下
げ
幅

対象とする住宅

省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性及び耐
久性・可変性のうちいずれかの性能が優れた住宅

○ 省エネルギー性等の性能が優れた住宅

《耐震性に優れた住宅》

従来より強い地震力に対して
倒壊、崩壊等しない程度の性
能が確保された住宅（免震住
宅を含む）

○耐震等級（構造躯体
の倒壊等防止）２以上
又は免震建築物である
こと。

耐震化の推進 バリアフリー化の推進

《耐久性・可変性に

優れた住宅》

長期の安定した居住を可能と
する耐久性を有し、模様替え
等の容易性について適正な
水準が確保された住宅

○劣化対策等級３、維持
管理対策等級２以上及
び一定の更新対策 （更
新対策については共同
住宅等に限る。）のすべ
てに適合すること。

耐久性・可変性の推進

《省エネルギー性に

優れた住宅》

居住空間を断熱材で包み込
むことにより、従来より高い水
準の断熱性を実現した住宅

地球温暖化対策の推進

《バリアフリー性に

優れた住宅》

介助用車いす使用者が、移
動、入浴等の基本的な生活
行為を行うための措置が確保
された住宅

○高齢者等配慮対策
等級３以上であるこ
と。

○ 長期優良住宅等の特に優れた住宅

○耐震等級（構造躯体の
倒壊等防止）３であるこ
と。（数百年に一度程度で
発生する地震の１．５倍の
地震力に対して倒壊、崩
壊等しない程度の性能）

耐震化の推進 バリアフリー化の推進 耐久性・可変性の推進

以下のいずれか
○認定低炭素住宅である
こと
○一次エネルギー消費量
等級５であること
○性能向上計画認定住宅
であること

地球温暖化対策の推進

○高齢者等配慮対策等
級４以上であること。
（共同住宅の共用部分
については等級３）（等級
３より緩やかな階段勾配、
玄関及び脱衣室に手すり設
置、等級３より広い寝室・便
所・浴室等）

○長期優良住宅である
こと。
・断熱等性能等級４
・劣化対策等級３に加えて、
床下及び小屋裏点検口の
設置、一定の床下空間の
確保等の措置
・原則維持管理等級３
・定期的な点検・補修等に関
する計画の策定 等

（注）上記の他、既存住宅を対象とした省エネルギー性及びバリアフリー性の基準がある。

以下のいずれか
○断熱等性能等級４であ
ること
○一次エネルギー消費量
等級４以上であること
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フラット35におけるアシューマブルローンの導入

売却者 購入者
長期優良住宅

住宅ローン

住宅金融支援機構

①ローン契約

ローンとともに売却
（債務承継）

④ローン契約

（売却者のローン金利と
同じ金利で借入れ）民間金融機関

②ローン債権買取 ③買取代金支払い

※ アシューマブルローンとは、借入れの対象となる住宅を売却する際に住宅ローンを住宅購入者へ引き継ぐこと
（債務承継）ができる住宅ローンのこと。住宅ローンの金利を引き継ぐことができるため、金利上昇時において
は、新規の住宅ローンを借入れる場合よりも低い金利（売却者が住宅を購入した当時の住宅ローン金利）で
借り入れることができる。

フラット35において、長期優良住宅を対象として「アシューマブルローン※」を導入
（平成29年度より）
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地震保険における保険料の割引

対象 割引率

免震建築物 50%

耐震等級３ 50%

耐震等級２ 30%

耐震等級１ 10%

適用条件：住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく、免震建築物に該当する建物である
ことまたは耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）を有している建物であること

確認資料の代表例

• 住宅性能証明書
• 技術的審査適合証
• 設計内容説明書
• フラット35Sに関する適合証明書

• 建設住宅性能評価書
• 設計住宅性能評価書
• 認定通知書

（出典）一般社団法人 日本損害保険協会

長期優良住宅に係る書類（技術的審査適合証、認定通知書）により、地震保険の
保険料の割引を受けることができる。
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「ふくおか型長期優良住宅」推進プロジェクト

23

●認定基準＋αの独自基準を設定して金利優遇等

福岡県と民間金融機関が連携し、「ふくおか型長期優良住宅」を建設・購入する
場合、県と提携した金融機関で住宅ローンの「金利引き下げ」や「融資手数料の
割引」等を受けることができる制度。

●事業主体
・福岡県

●提携金融機関
・福岡銀行
・筑邦銀行
・西日本シティ銀行
・北九州銀行
・福岡中央銀行
・信用金庫等 9行
・ＪＡグループ福岡 14行

所管行政庁独自の取組① （福岡県）
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「ぎふ省エネ住宅建設支援事業費補助金」

24

●長期優良住宅であれば上乗せ補助
岐阜県内の工務店で、平成28年省エネルギー基準等を満たした木造住宅を新

築又は改修する場合、補助を行う。

「長期優良住宅の認定を受けていること」「補助対象者が県外からの移住者で
あること」のいずれかを満たす場合、上乗せ補助を実施している。

所管行政庁独自の取組② （岐阜県）
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独自の維持保全マニュアルの作成・配布／長期優良住宅認定標章シールの配布

認定計画実施者の法に基づく義務などの基本的な情報から、維持保全の記録の記
入方法までを網羅した維持保全マニュアルを作成。認定計画実施者に配布している。
また、完了報告提出時に長期優良住宅認定標章シールを配布している。

所管行政庁独自の取組③ （愛知県）

長期優良住宅認定標章シール
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○関連する制度の概要
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〇 既存住宅の流通促進に向けて、｢不安｣｢汚い｣｢わからない｣といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナス
イメージを払拭し、 ｢住みたい｣｢買いたい｣既存住宅を選択できるようにする。

〇 このため、耐震性があり、インスペクション（建物状況調査等）が行われた住宅であって、リフォーム等につい
て情報提供が行われる既存住宅に対し、国の関与のもとで事業者団体が標章（「安心Ｒ住宅」）を付与するし
くみを創設。

【平成29年11月6日告示公布、平成29年12月1日告示施行、平成30年4月1日標章使用開始】

「品質が良く、安心して購入できる」

「既存住宅だけどきれい、既存住宅ならではの良さがある」

「選ぶ時に必要な情報が十分に提供され、納得して購入できる」

従来のいわゆる「中古住宅」 「安心Ｒ住宅」 ～「住みたい」「買いたい」既存住宅～

「品質が不安、不具合があるかも」

「古い、汚い」

「選ぶための情報が少ない、わからない」

（既存住宅を紹介しているwebサイト（イメージ））

など

インスペクション済み耐震性あり

リフォーム等の情報現況の写真

「安心Ｒ住宅」（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）

「安心Ｒ住宅」ロゴマーク



28

「安心Ｒ住宅」（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）の概要

①基礎的な品質があり｢安心｣
③情報が開示されていて

「わかりやすい」

◇外装、主たる内装、水廻り
の現況の写真を閲覧でき
る

◇広告時に点検記録等の保管
状況が示され、さらに求めに応
じて詳細情報が開示される

◇インスペクション（建物状況調査
等）の結果、既存住宅売買瑕疵保
険の検査基準に適合

〈インスペクションのイメージ〉

◇新耐震基準等に適合

消費者が「住みたい」「買いたい」と思える既存住宅を選択できる

・広告等で写真を見て、実施済み
のリフォーム工事の内容等を確
認できる 等

・今までに実施した点検や修繕の内容
がわかる

・どんな保険・保証がつくかがわかる 等

・既存住宅だけど、きれい
・これからリフォーム工事にかかる
費用や リフォーム工事後のイメー
ジがわかる 等

相談できる ◇事業者団体が相談窓口を設置している ・トラブルがあっても相談できる 等

〈現況の写真イメージ〉

◇リフォーム工事を実施してい
ない場合は、費用情報を含む
リフォーム提案書がある

②リフォーム工事が実施されていて「きれい」

(仲介事業者等) (住宅リフォーム事業者)

連
携

広告時の情報開示

〈情報開示イメージ〉

「調査報告書」
・ 設計図書 有
・ -------- 無
・ 設備点検 有
・ 修繕 有
・ 保険 有
・ -------- 無

商談時に詳細情報を開示

(仲介事業者等)

◇リフォーム工事によって従来
の既存住宅の「汚い」イメージ
が払拭されて いる

※「安心Ｒ住宅」の「安心」とは
（１） 昭和56年６月１日以降の耐震基準（いわゆる新耐震基準）等に適合すること

（２）インスペクション（建物状況調査等）を実施し、構造上の不具合及び雨漏りが認められず、住
宅

購入者の求めに応じて既存住宅売買瑕疵保険を締結できる用意がなされているものであるこ
と

※「安心Ｒ住宅」の「Ｒ」とは Reuse Reform Renovationを意味している



29

○ 国は、「安心Ｒ住宅」の標章及びそれを使用できる既存住宅の要件を設定する。

その上で、標章の使用を希望する事業者の団体を審査･登録し、標章の使用を許諾する。

○ 事業者団体は、リフォームの基準及び標章の使用について事業者が守るべきルールを設定し、団体の構成員である
事業者の指導･監督を行う。

○ 事業者は、要件に適合した住宅について、団体の基準やルールに則って広告時に標章を使用することができる。

◇「安心Ｒ住宅」の登録団体一覧 平成30年9月25日時点

住宅購入者

事業者団体（一般社団法人等）
団体を審査･登録
標章の使用を許諾

広告時に標章を使用

標章の使用を許諾 事業者
(売主/仲介)

国

標章･要件
の設定

団体事務局

･住宅リフォーム工事の実施判断の基準
･事業者が遵守すべき事項 指導･監督

一般社団法人
○○○○協会

番号 登録日 名称（略称）

１ 平成29年12月25日 一般社団法人優良ストック住宅推進協議会

（スムストック）

２ 平成30年1月26日 一般社団法人リノベーション協議会

３ 平成30年3月13日 公益社団法人全日本不動産協会

（（公社）全日本不動産協会）

４ 平成30年6月8日 一般社団法人石川県木造住宅協会

番号 登録日 名称（略称）

５ 平成30年6月28日 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会

（ＪＥＲＣＯ）

６ 平成30年6月29日 一般社団法人住まい管理支援機構

７ 平成30年8月27日 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合

会（全宅連）

８ 平成30年9月25日 一般社団法人全国住宅産業協会

（全住協）

既存住宅の広告に「安心Ｒ住宅」の標章を使用するための手続
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（１）
｢不安｣の払拭

耐震性
• 現行の建築基準法の耐震基準に適合するもの又はこれに準ずるもの※１

※1 下記のいずれかを満たす住宅
・昭和56年6月1日以降に建築したもの
・昭和56年5月31日以前に建築したもので、耐震診断により安全性が確かめられたもの

構造上の
不具合・
雨漏り

• 既存住宅売買瑕疵保険契約を締結するための検査基準に適合したものであること※２

※２ ・構造上の不具合あるいは雨漏りが認められた場合で、広告時点において当該箇所の改修が完了しているものを含む
・広告時点において、既存住宅売買瑕疵保険の申し込みが受理されている場合はその旨を情報提供すること

共同住宅
の管理

• 管理規約及び長期修繕計画を有するとともに、住宅購入者の求めに応じて情報の内容を開示すること※３

※３ 内容の開示は管理組合の承諾が得られた場合に行う

（２）
｢汚い｣イメージの払拭

• 事業者団体毎に「住宅リフォーム工事の実施判断の基準」を定め、基準に合致したリフォームを実施し、従来の
既存住宅の「汚い」イメージが払拭されていること※４

リフォームを実施していない場合は、リフォームに関する提案書（費用に関する情報を含むもの）を付すとともに、
住宅購入者の求めに応じてリフォーム事業者をあっせんすること

※４ 建築後極めて短いものなどはリフォーム不要

• 外装、主たる内装、台所、浴室、便所及び洗面設備の現況の写真等を閲覧できるようにすること

（３）
｢わからない｣イメージの払拭

下記について情報収集を行い、広告をするときに、当該住宅に関する書類の保存状況等を記載した書面（「安心
Ｒ住宅調査報告書」）を作成・交付するとともに、住宅購入者の求めに応じて情報の内容を開示

｢有｣｢無｣｢不明｣の
開示が必要な項目

建築時の情報
適法性に関する情報、認定等に関する情報、住宅性能評価に関する情報、フラット35適合
証明書、竣工段階の設計図書

維持保全の状況に係る情報
＜戸建て住宅又は共同住宅の専有部分＞

維持管理計画、点検・診断の記録、防蟻に関する情報＜戸建て住宅のみ＞、維持修繕の実施状
況の記録、住宅リフォーム工事･改修に関する書類

保険又は保証に係る情報
構造上の不具合及び雨漏りに関する保険・保証の書類、その他の保険・保証の書類（給排水
管・設備・リフォーム工事に関するもの、シロアリに関するもの＜戸建て住宅のみ＞等）

省エネルギーに係る情報
省エネルギー性能に関する書類、開口部（窓）の仕様に関する情報、省エネ設備に関する情
報

共用部分の管理に係る情報
＜共同住宅等のみ＞

修繕積立金の積立状況に関する書類、共用部分における大規模修繕の実施状況の記録

その他
住宅履歴情報（住宅の設計、施工、維持管理等の情報）を提供した機関に関する事項（機関名、問合せ先等）、登録団体毎の独自の取組
（定期点検サービス、住宅ローンの金利優遇等）、過去に国、地方公共団体その他の団体から補助金等の交付を受けた実績に関する書類、
建築時の販売価格に関する書類、建築時の設計・施工業者に関する書類 等

「安心Ｒ住宅」の要件
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住宅履歴情報について

• 住宅履歴情報は、住宅の現況把握や売買の場面で情報の非対称性解消に資するものであることから、平成28年に
閣議決定された住生活基本計画において、住宅履歴情報を活用した消費者への情報提供の充実が「新たな住宅
循環システム」を創出するための基本的な施策として位置づけられている。

• 住宅履歴情報の蓄積・活用については、有識者、関連事業者、行政の連携のもと策定された共通ルールに基づき、
取組が進められている。

• 平成30年３月末時点で、共通ルールに基づき約９万件の住宅履歴情報が情報サービス機関に登録されている。

◯共通ルールの策定（平成19～21年度）
有識者として建築、不動産に関する学識者
らからなる住宅履歴情報整備検討委員会
において「住宅履歴情報の蓄積・活用の指
針」を策定
（国土交通省 住宅履歴情報蓄積・活用促
進事業）

◯情報サービス機関の立ち上げ支援
（平成22年度）
住宅履歴情報の保管等を行う情報サービ
ス機関の立ち上げに必要なシステム導入を
支援
（国土交通省 住宅履歴情報蓄積のための
体制整備支援事業）

◯住宅履歴システムの活用の促進
（平成25年度～）
長期優良住宅化リフォーム時における住宅
履歴情報の作成費用を支援
（国土交通省 長期優良住宅化リフォーム
推進事業）

○点検時
住宅の構造や仕様、過去の点検やリ
フォームの記録を把握することで、効率
的かつ的確な点検が可能に

○不具合発生時
不具合発生時に、使用されている建材・
設備を把握することで、原因の特定や適
切な修繕が可能に

○リフォーム時
建築時の図面や過去の修繕記録がある
ことで、必要なリフォーム工事の内容の
的確かつ円滑な検討が可能に

○売却時
性能を示す資料やリフォームの記録、点
検結果などがあることで、建物価値の適
正な評価や円滑な売却が可能に

◆住宅履歴情報の活用◆ これまでの取組

◆住宅履歴情報の蓄積件数
（万件） （万件）
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機関名 所在地 機関名 所在地

一般財団法人 北海道建築指導センター 北海道 住宅保証機構株式会社 東京都

INDI株式会社 北海道 価値住宅株式会社 東京都

株式会社 コンピュータシステム研究所 宮城県 株式会社 エー・エス・ディ 神奈川県

株式会社 インテグラル 茨城県 プロパティオン株式会社 神奈川県

株式会社 構造計画研究所 東京都 特定非営利活動法人 Smile住宅安心ネットワーク 山梨県

株式会社 住宅あんしん保証 東京都 株式会社 タチ基ホーム 愛知県

株式会社 フォーラム・ジェイ 東京都 株式会社しらかばハウジング 愛知県

スマイル・コミュニケーションズ株式会社 東京都 一般社団法人 住宅長期保証支援センター 大阪府

株式会社 エプコ 東京都 日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合 大阪府

株式会社 ハウスジーメン 東京都 株式会社 日本戸建管理 大阪府

株式会社 日本住宅保証検査機構 東京都 福井コンピュータアーキテクト株式会社 福井県

ハウスプラス住宅保証株式会社 東京都 安心計画株式会社 福岡県

株式会社 FPコーポレーション 東京都 株式会社 クロダ 長崎県

ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 東京都 （平成30年4月現在）

「いえかるて」情報サービス機関の例

住宅所有者の住宅履歴情報の蓄積・活用をサポートする機関です。
「いえかるて」の商標を掲げた情報サービス機関では、一定の共通ルールに
基づいて住宅所有者や事業者の方より住宅履歴情報を電子化してお預かり
し、保管・提供するサービスを行っています。

住宅履歴情報を取り扱う情報サービス機関

住宅履歴情報の蓄積・活用について
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インスペクションとは

構造耐力上の安全性や雨漏り・水漏れ等の
観点から以下のような部位の劣化事象等を調査。
①構造耐力上主要な部分：基礎・壁・柱 等
②雨水の浸入を防止する部分：屋根・外壁・
開口部 等

【調査結果に係る留意事項】
●瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではない。
●報告書の記載内容について、調査時点からの時間経過による変化がないことを保証するものではない。
●建築基準関係法令等への適合性を判定するものではない。

専門的な知見を有する者が、建物の基礎、外壁等の部位毎に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象
及び不具合事象の状況を目視、計測等により調査するもの。

（戸建住宅の場合）

屋根

基礎

柱

外壁

開口部

壁

インスペクション

インスペクションのイメージインスペクションの対象部位の例

クラックスケールによる
基礎のひび割れ幅の計測

買主 売主
売買契約

インスペクション

インスペク
ション依頼

インスペクション事業者

インスペクションの活用例

※「既存住宅インスペクション・ガイドライン」（平成25年6月国土交通省公表）に基づき作成

水平器による柱の傾きの計測

検査料金：４．５万～６万円程度（通常、依頼主である売主が負担）
検査時間：２～３時間程度
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「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」 （平成２８年６月３日公布）概要

不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査（インスペクション）の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる
市場環境を整備

背景

１．既存建物取引時の情報提供の充実

○我が国の既存住宅流通シェアは、欧米諸国（約７０～９０％）と比較して極めて低い水準（14.7％）。
○既存住宅の流通促進は、既存住宅市場の拡大による経済効果、ライフステージに応じた住替え等による豊かな住生活の実現等の意義がある。

既存建物取引時に、購入者は、住宅の質に対する不安を抱えている。一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に
広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難。

申
込

み
①媒介契約締結

売却/購入申込み

②重要事項説明

③売買契約締結

物件の引渡し

契
約
手
続

依頼者の意向に応じ
インスペクション実施

【取引フロー】

①媒介契約締結時

宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を
示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん

②重要事項説明時

宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明

③売買契約締結時

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、そ
の内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付

・ インスペクションを知らなかった消費者の
サービス利用が促進

・ 建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可
能に

・ インスペクション結果を活用した既存住宅
売買瑕疵保険の加入が促進

・建物の瑕疵をめぐった物件引渡し後のトラ
ブルを防止

【新たな措置内容】 【期待される効果】

２．不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済

不動産取引により損害を被った消費者を確実に救済するため、営業保証
金・弁済業務保証金による弁済の対象者から宅地建物取引業者を除外。

業界団体に対し、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務を
課す。

３．宅地建物取引業者の団体による研修

基礎のひび割れ幅の計測

４．施行期日

○ １．既存建物取引時の情報提供の充実に関する規定：平成３０年４月１日施行
○ ２．不動産取引により損害を被った消費者の確実な救済、３．宅地建物取引業者の団体による研修に関する規定：平成２９年４月１日施行

※ 建物状況調査（インスペクション）

⇒ 建物の基礎、外壁等に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化事象・
不具合事象の状況を 目視、計測等により調査するもの。

水平器による柱の傾きの計測

※ 既存住宅売買瑕疵保険
⇒ 既存住宅に瑕疵があった場合に修補費用等を保証する保険。

○成果指標

・既存住宅流通の市場規模
４兆円（H25） ⇒ ８兆円（H37）

・インスペクションを受けた既存
住宅売買瑕疵保険の加入割合
５％（H26） ⇒ 20％（H37）



35

既存住宅状況調査技術者講習制度の概要

講習の実施・修了証明書の交付

指導・除名等
指導・助言・勧告・登録抹消

売主（又は買主）

既存住宅状況調査
に関する相談

既存住宅状況調査
技術者の情報の公表

相談内容の確認等

講習機関

既存住宅
状況調査
技術者

（建築士）

登録申請

○ 講習機関は、建築士への講習を実施するほか、講習修了者の情報の公表、相談窓口の設置等を実施。

国

更新講習の受講

書面交付 依頼

既存住宅状況調査

ホーム
ページ

相談
窓口

登録

○ 既存住宅売買瑕疵保険の現場検査と同等の調査方法等（構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部
分の調査・耐震性に関する書類の確認）を規定。

既存住宅状況調査方法基準

既存住宅状況調査技術者講習登録規程

○ 既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を図るため、講習登録規程に基づく既存住宅状況
調査技術者講習制度を創設。５講習機関を登録し約31,000人が講習修了。（平成30年10月末現在）

○ 国の登録を受けた講習機関が建築士に講習を実施し、修了した建築士は調査方法基準に基づき
適正に調査を実施。

登録番号 名称 登録番号 名称

1 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会 ４ 一般社団法人日本木造住宅産業協会

２ 公益社団法人日本建築士会連合会 ５ 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

３ 一般社団法人全日本ハウスインスペクター協会 - -

平成30年10月末現在
登録講習の実施機関一覧
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○制度の運用状況
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長期優良住宅の認定状況

一戸建ての住宅の認定実績（新築） 共同住宅等の認定実績（新築）

・長期優良住宅建築等計画の認定制度は、

新築は平成21年6月4日より、増改築認定は28年4月1日より運用開始

・累計認定実績（平成30年3月末現在）

【新築】915,194戸（一戸建ての住宅894,943戸、共同住宅等20,251戸）

【増改築】 423戸（一戸建ての住宅 395戸、共同住宅等 28戸）

・平成29年度認定実績

【新築】106,611戸（一戸建ての住宅105,080戸、共同住宅等 1,531戸）

【増改築】 296戸（一戸建ての住宅 295戸、共同住宅等 1戸）

新設住宅着工数に対する長期優良住宅認定戸数の割合は11.3% （一戸建て 24.6%、共同住宅等 0.3%）
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長期優良住宅（新築）の構造別認定状況①

29,891 
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• 木造住宅の認定件数が年間6万～7万戸前後と最も多い。
• 新設住宅着工戸数に占める認定割合では、

木造が2割弱であるのに対し、S造は約8割となっている。

※割合は新設住宅着工戸数に対する長期優良住宅の認定戸数の比率 （出典）建築着工統計調査。H22以前は構造別のデータがない

構造別認定実績（一戸建ての住宅）
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• 過去5年間の新設住宅着工戸数に占める認定割合は、
いずれの構造も1%強未満と低い状況

※割合は新設住宅着工戸数に対する長期優良住宅の認定戸数の比率 （出典）建築着工統計調査。H22以前は構造別のデータがない

構造別認定実績（共同住宅等）
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長期優良住宅（新築）の構造別認定状況②
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供給される住宅に占める認定長期優良住宅の割合

【事業者規模（年間供給戸数）別戸建て注文住宅の供給戸数に占める認定長期優良住宅の割合】

大手の住宅生産者等（年間供給戸数５０戸以上）における長期優良住宅の認定割合は、平
成２６年度と平成２８年度の実績を比較してほぼ横ばいであるが、中小住宅生産者（年間供給
戸数５０戸未満）の認定割合は、平成２６年度は８．８パーセントであるのに対し、平成２
８年度は１２.６パーセントと約１．４倍となっている。

平成２８年度平成２６年度

：認定長期優良住宅

(

事
業
者
規
模
（年
間
供
給
戸
数)

）

(

戸
建
て
住
宅
の
年
間
供
給
戸
数)分譲

1～49戸

50～499戸

500戸～

12.2万戸

6.0万戸

10.7万戸

1.5万戸
12.6％

1.2万戸
19.5％

6.5万戸
61.1％

1.6万戸
11.6％ 13.5万戸

分譲

1～49戸

50～499戸

500戸～

11.6万戸

5.7万戸

10.2万戸

1.0万戸
8.8％

1.1万戸
19.2％

6.3万戸
61.6％

1.4万戸
11.2％

12.4万戸


